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株 主 各 位
　

大阪市西淀川区竹島二丁目６番10号

代表取締役
社 長 小 嶋 淳 平

　

第73期定時株主総会招集ご通知
　

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当社第73期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席ください

ますようご通知申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますの

で、後記株主総会参考書類をご検討いただき、お手数ながら同封の議決権行使書用紙に

議案に対する賛否のご表示を賜り、2019年12月19日(木曜日)午後５時40分までに到着す

るようご返送いただきたくお願い申し上げます。

敬 具

記
１．日 時 2019年12月20日（金曜日） 午前10時

２．場 所 大阪市西淀川区竹島二丁目６番10号 当社本店３階ホール

(末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。)

３．目的事項

報告事項 １．第73期（2018年10月１日から2019年９月30日まで）事業報告、連結計算書

類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

２．第73期（2018年10月１日から2019年９月30日まで）計算書類報告の件

決議事項

第１号議案 剰余金の処分の件

第２号議案 取締役２名選任の件

第３号議案 監査役２名選任の件

以 上
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
１．当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいます
ようお願い申し上げます。

２．添付書類及び株主総会参考書類に修正すべき事情が生じた場合は、インターネット上の当社
ウェブサイト（http://www.imv.co.jp）において、修正後の事項を掲載させていただきます。

３. 総会ご出席者へのお土産は今回からご用意しておりませんので、予めご了承いただきますよ
うお願い申し上げます。
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(添付書類)

事 業 報 告

（2018年10月１日から
2019年９月30日まで）

　

1. 企業集団の現況に関する事項

(1) 当連結会計年度の事業の状況

① 事業の経過及びその成果

当連結会計年度における世界経済は米中貿易摩擦や英国のＥＵ離脱などの不透明な要素を

はらみながら、減速の気配が強まっており、景気悪化懸念が台頭しております。一方国内経

済は、我が国からの輸出が弱含み、下振れリスクがあるものの、良好な雇用・所得情勢を背

景に個人消費や設備投資などが堅調に推移しております。

このような環境の中、当社グループは、主力である振動シミュレーションシステムにおい

て新製品「m130LS」の販売開始や、テスト＆ソリューションサービスにおきましても当連結

会計年度より日本高度信頼性評価試験センター（e-TCJ）及び春日井テストラボといった新

たな試験センターを稼働開始し、増加する需要の取り込みを進めてまいりました。

また、メジャリングシステムにおきましては、振動ピックアップ新製品「VP-8021A」を発

表し、業界トップクラスの高周波振動計測技術と最新の高周波振動センサ技術を組み合わせ

ることでIoT時代に対応するとともに、価格性能比に優れた製品とすることで市場のニーズ

に応えるべく量産開始へ向けて着実に準備を進めてまいりました。

以上の結果、当社グループの売上高は12,348百万円となり、前連結会計年度と比べ1,303

百万円の増収(対前年同期比11.8％増)となりました。

しかしながら、利益面では当連結会計年度において日本高度信頼性評価試験センター

（e-TCJ）及び春日井テストラボを開設したことに伴い、人件費や減価償却費等が収益に先行

して発生したことに加え、一部の連結子会社の売上高及び利益が当初の想定よりも下回った

ことにより、経常利益は652百万円となり、前連結会計年度と比べ266百万円の減益（対前年

同期比29.0％減）となりました。さらに、連結子会社による減損損失の計上により、親会社

株主に帰属する当期純利益は366百万円となり、前連結会計年度と比べて211百万円の減益

（対前年同期比36.5％減）になりました。

品目別の営業の概況は次のとおりであります。

(振動シミュレーションシステム)

国内において、自動車関連業界及び電機電子業界を中心に大型振動シミュレーションシス

テム及び温湿度・振動複合環境シミュレーションシステム及び多軸シミュレーションシステ

ムの受注が堅調に推移しました。また、複合環境下での試験需要が高まった結果、複合環境

シミュレーションシステムの出荷台数が非複合システム出荷台数を超える結果となりまし

た。
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海外においては、自動車関連の試験需要が旺盛であり、欧米及び中国、台湾向けに大型の

振動シミュレーションシステムの売上が計上されました。また、東南アジア方面では自動車

関連を中心に、現地での試験及び評価の機会が増え、中型クラスの温湿度・振動複合環境シ

ミュレーションシステムの売上が増加しました。

以上の結果、この品目の売上高は8,864百万円（対前年同期比9.5％増）となりました。

(テスト＆ソリューションサービス)

国内新拠点の日本高度信頼性評価試験センター（e-TCJ）及び春日井テストラボ、海外新

拠点の海外テストラボ(ベトナム)が本格稼働を開始したことに加え、大型の振動シミュレー

ションシステムの増設により各拠点の試験機稼働率が向上しました。さらに試験項目ではＥ

Ｖ化の流れを受けて、ＥＶ関連試験が大幅に伸長したことに加え、自動車・エネルギー関係

の試験が好調であった事により、前連結会計年度を大幅に上回る結果となりました。

以上の結果、この品目の売上高は2,266百万円(対前年同期比30.7％増)となりました。

(メジャリングシステム)

国内市場における振動計売上が伸びなかったものの、電力会社向け大型振動監視装置の受

注が継続したことに加え、海外市場における地震計売上が伸長したことにより、この品目の

売上高は1,216百万円(対前年同期比0.2％増)となりました。

　

(品目別売上高)

品 目 別
前連結会計年度 当連結会計年度

売 上 高 構 成 比 売 上 高 構 成 比

振動シミュレーションシステム 8,096,850千円 73.3％ 8,864,972千円 71.8％

テスト＆ソリューションサービス 1,734,746千円 15.7％ 2,266,675千円 18.4％

メジャリングシステム 1,213,328千円 11.0％ 1,216,359千円 9.8％

合 計 11,044,926千円 100.0％ 12,348,007千円 100.0％

(注) 1. 振動シミュレーションシステムは、試験装置単体及び複合環境試験機の製造・販売並びにこれらの修
理・保守であります。

2. テスト＆ソリューションサービスは、主にテストラボ事業であり、上記製品の受託試験であります。
3. メジャリングシステムは、振動監視装置及び地震監視装置等の製造・販売並びにこれらの修理・保守で
あります。
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② 設備投資の状況

当連結会計年度の設備投資総額は804百万円であり、その主なものは当社の日本高度信

頼性評価試験センター（e-TCJ）の設備に関するものであります。

③ 資金調達の状況

当社は、運転資金、借入金の返済などに必要な資金は自己資金の充当及び金融機関から

の借入金により調達しております。

また、一部の子会社におきましては、金融機関から運転資金などの借入を行っておりま

す。

(2) 財産及び損益の状況

区 分
第70期

(2016年９月期)
第71期

(2017年９月期)
第72期

(2018年９月期)

第73期
(当連結会計年度)
(2019年９月期)

売 上 高 10,374,651千円 10,898,345千円 11,044,926千円 12,348,007千円

経 常 利 益 954,895千円 1,389,441千円 918,227千円 652,146千円

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

583,145千円 942,675千円 578,183千円 366,871千円

１株当たり当期純利益 35円68銭 58円02銭 35円65銭 22円62銭

総 資 産 11,649,759千円 13,116,562千円 15,356,145千円 15,200,702千円

純 資 産 5,072,189千円 5,996,496千円 6,407,677千円 6,503,512千円

(注) 1. １株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式総数に基づき算出しております。
2. 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 2018年２月16日）を当連結会計年度
の期首から適用しており、前連結会計年度に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って
適用した後の指標等となっております。

(3) 重要な子会社の状況

会 社 名 資 本 金 議決権比率 主 要 な 事 業 内 容

日 東 精 機 株 式 会 社 10,000千円 100.0％ 機械加工、組立

株式会社データ・テクノ 29,000千円 100.0％ 電子工業用機器の開発製造

株 式 会 社 振 研 37,000千円 100.0％
試験装置の製造、販売、
修理、保守及び受託試験

IMV (THAILAND) CO.,LTD. 40,000千バーツ 100.0％
試験装置の販売、修理、
保守及び受託試験

IMV EUROPE LIMITED 200,000ユーロ 100.0％ 試験装置の販売、修理、保守

IMV America, Inc. 300,000ドル 100.0％ 試験装置の販売、修理、保守

１G DYNAMICS LIMITED 1,000千ポンド 51.0％ 試験装置の修理、保守

IMV TECHNO VIETNAM CO.,LTD 1,000千米ドル 100.0％
試験装置の販売、修理、
保守及び受託試験
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(4) 対 処 す べ き 課 題

当社グループは、長年にわたり振動に係る試験装置や計測装置の開発・製造・販売を行

い、また振動問題に対するコンサルティング等も実施することで、総合環境シミュレーショ

ン業界のリーディングカンパニーとして確固たる地位を確立しておりますが、さらなる事業

成長と顧客満足の向上のために、以下の７項目を重要課題として認識し、対応してまいりま

す。

① 生産体制

当社グループはパートナーを含めた生産技術の革新と計測技術の確立に取組み生産機能

の強化を図っております。これにより製品品質を確保し、競争力のあるコストとリードタ

イムの実現を行ってまいります。

② コスト削減

当社グループは重要部品を除く多くの部品を外注委託する生産形態をとっているため、

パートナーも含めたサプライチェーン全体でのコストダウンが重要となります。設計段階

からパートナーの意見を取り入れることで、低コストで効率的に生産可能な製品の設計に

努めてまいります。

③ 人材育成

海外子会社及び海外駐在員事務所設立等により、当社グループにおいてもグローバル市

場で活躍ができる人材の確保が課題となっております。そのため現有人員への語学教育や

海外経験の豊富な人材のリクルート活動を強化してまいります。また、リーダーシップと

積極性を兼ね備えた人材育成のため能力開発教育を積極的に行ってまいります。

④ 研究開発体制

振動試験・計測・解析分野における近未来的ビジョンを実現させるべく研究開発体制を

強化し、内外の研究機関と連携した研究開発を推進してまいります。さらに、振動シミュ

レーションシステムとメジャリングシステムの研究開発機能を大阪に一元化することによ

り、相乗効果を追求した新たな製品開発を推進してまいります。

⑤ 管理体制

上場企業として、タイムリーに正確な情報を開示することに留まらず、今後要求される

国際会計基準への対応準備や、保有資産の有効活用に係る戦略立案等のために管理部門の

体制強化を図ります。

⑥ 新規事業

既存市場は成熟傾向にあるため、持続可能な成長のためには新規事業分野への展開が不

可欠となっております。有力企業との提携等を通じて研究開発やマーケティングの機能を

強化してまいります。

⑦ 海外展開

自動車関連業界を中心に生産体制だけでなく、開発体制も含めた海外シフトが進んでお

ります。当社グループの製品は研究開発段階で使用されることが多いため、今後は海外で

の売上が伸張していくものと想定しており、現地企業と共同で販売・サービス・生産体制

の構築を進めてまいります。
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(5) 主 要 な 事 業 内 容

① 振動シミュレーションシステム

振動シミュレーションシステム（振動試験装置)、オールウェザーシミュレーションシ

ステム（複合試験装置)、 信号処理・機械制御システムに関するソフトウェア及び同関連

機器の開発、製造、販売、修理・保守サービス

② テスト＆ソリューションサービス

振動（環境）試験を中心とした試験の受託、計測解析サービスの提供及びその他のコン

サルティング業務

③ メジャリングシステム

地震監視装置、振動計測装置、振動監視装置、環境信頼性評価システム及び同関連機器

の開発、製造、販売、修理・保守サービス

(6) 主要な営業所及び工場

① 当 社

本 社 大阪市西淀川区竹島二丁目６番10号

工 場 大阪工場・大阪テストラボ（大阪市西淀川区)、東京工場・東京テストラボ

（相模原市緑区)、名古屋テストラボ（愛知県みよし市）、東京テストラボ上野

原サイト高度試験センター（山梨県上野原市）、日本高度信頼性評価試験セン

ター（埼玉県入間市）、春日井テストラボ（愛知県春日井市）

営業所 東京営業所（東京都港区)、大阪営業所（大阪市西淀川区)、名古屋営業所（愛

知県みよし市）

② 子会社 日東精機株式会社（大阪市西淀川区)、株式会社データ・テクノ（京都市下京

区 )、 株 式 会 社 振 研 （東 京 都 八 王 子 市）、 IMV （THAILAND） CO.,LTD.

（THAILAND)、IMV EUROPE LIMITED (United Kingdom)、IMV America, Inc.

（United States of America)、１G DYNAMICS LIMITED (United Kingdom)、IMV

TECHNO VIETNAM CO.,LTD（VIETNAM）

(7) 従業員の状況

① 企業集団の従業員数

従 業 員 前連結会計年度末比増減

314名(85名) 25名増(12名増)

(注) 従業員数は就業人員数であり、臨時従業員数は（ ）内に年間平均人員数を概数で記載しております。

② 当社の従業員数

従 業 員 前 期 末 比 増 減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

180名(60名) 8名増(8名増) 42.2歳 12.1年

(注) 従業員数は就業人員数であり、臨時従業員数は（ ）内に年間平均人員数を概数で記載しております。
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(8) 主要な借入先及び借入額

借 入 先 借 入 金 残 高
千円

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 868,016

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 769,017

株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 710,497

2. 株 式 の 状 況

(1) 発行可能株式総数 67,820,000株

(2) 発行済株式の総数 16,221,218株(自己株式735,798株を除く。)

(3) 株 主 数 2,416名

(4) 大 株 主

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率
千株 ％

有 限 会 社 Ｓ Ｅ Ｉ Ｋ Ｏ 2,993 18.4

小 嶋 成 夫 1,268 7.8

Ｉ Ｍ Ｖ 取 引 先 持 株 会 972 5.9

Ｉ Ｍ Ｖ 従 業 員 持 株 会 879 5.4

小 嶋 淳 平 815 5.0

エ ス ペ ッ ク 株 式 会 社 766 4.7

小 嶋 健 太 郎 448 2.7

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 345 2.1

有 限 会 社 ア フ ロ 280 1.7

髙 嶋 文 雄 240 1.4

(注) 持株比率は、自己株式（735,798株）を控除して計算しております。
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3. 会社役員に関する事項

(1) 取締役及び監査役の状況（2019年９月30日現在）

会 社 に お け る 地 位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代 表 取 締 役 会 長 小 嶋 成 夫

代 表 取 締 役 社 長 小 嶋 淳 平

取 締 役 青 木 秀 修
ＤＳＳ事業本部長
兼 同本部管理部長

取 締 役 岡 本 裕 司
テストラボ事業本部長
兼 人事・総務担当

取 締 役 草 野 欽 也 株式会社藏商会相談役

取 締 役 小嶋 健太郎 小嶋健太郎税理士事務所所長

取 締 役 酒 井 清
公認会計士酒井清事務所所長
合同製鐵株式会社社外監査役

常 勤 監 査 役 髙 嶋 文 雄

監 査 役 寺 田 康 男 朝日電器株式会社常勤監査役

監 査 役 橋 本 光
神田通信機株式会社社外取締役
株式会社Ｃ＆Ｇシステムズ社外取締役

(注) 1. 取締役のうち草野欽也及び酒井清の両氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
2. 監査役のうち寺田康男及び橋本光の両氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
3. 当社は、取締役草野欽也及び酒井清の両氏並びに監査役寺田康男及び橋本光の両氏を株式会社東京証券
取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

4. 代表取締役会長小嶋成夫氏及び社外取締役酒井清氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計
に関する相当程度の知見を有するものであります。

5. 取締役小嶋健太郎氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するも
のであります。

6. 監査役寺田康男氏は、朝日電器株式会社の常勤監査役を務めており、財務及び会計に関する相当程度の
知見を有するものであります。

7. 2019年９月30日現在の執行役員は次のとおりであります。
執 行 役 員 John Goodfellow ヨーロッパＲ＆Ｄセンター部長
執 行 役 員 濱 里 一 也 経営企画本部長
執 行 役 員 白 星 政 和 テストラボ事業本部 西日本ブロック担当部長

兼 振動試験担当部長
執 行 役 員 三 森 正 仁 テストラボ事業本部 東日本ブロック担当部長

兼 電池・環境・EMC試験担当部長
執 行 役 員 柿 原 正 治 海外事業本部長
執 行 役 員 西 原 弘 之 ＭＥＳ事業本部長 兼 計測事業部長

(2) 責任限定契約の内容の概要

当社は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定

する契約を締結することができる旨を定款に規定しており、取締役草野欽也氏、取締役小嶋

健太郎氏、取締役酒井清氏、監査役寺田康男氏及び監査役橋本光氏との間で責任限定契約を

締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、金100万円以上で予め定め

る金額または法令が規定する額のいずれか高い額としております。
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(3) 取締役及び監査役の報酬等の額

区 分 支 給 人 員 支 給 額 備 考

取 締 役 ７名 167,493千円 (うち社外取締役２名 8,897千円)

監 査 役 ３名 21,312千円 (うち社外監査役２名 9,672千円)

合 計 10名 188,805千円

(注) 1. 取締役報酬限度額は、2005年12月22日開催の第59期定時株主総会決議において月額40,000千円以内（使
用人給与相当額は含まない）となっております。

2. 監査役報酬限度額は、2005年12月22日開催の第59期定時株主総会決議において月額10,000千円以内とな
っております。

3. 当社は2005年12月22日開催の第59期定時株主総会終結の時をもって取締役及び監査役の役員退職慰労金
制度を廃止し、同株主総会終結後引き続いて在任する取締役及び監査役に対しては、役員退職慰労金制度
廃止までの在任期間に対応する役員退職慰労金を各氏の退任時に贈呈することを決議いたしております。

(4) 社外役員に関する事項

① 取締役 草野 欽也

ア．重要な兼職先と当社との関係

株式会社藏商会の相談役であり、同社は当社との間には特別の関係はありません。

イ．当事業年度における主な活動状況

当事業年度開催の取締役会12回のうち12回出席しており、主に経営者としての立場か

らの発言を行っております。

ウ．会社または会社の特定関係事業者との関係

当社の知りうる限り、当社または当社特定関係事業者の業務執行者または役員の配偶

者及びその三親等以内の親族であったことはありません。

② 取締役 酒井 清

ア．重要な兼職先と当社との関係

公認会計士酒井清事務所所長、合同製鐵株式会社社外監査役であり、両社は当社との

間には特別の関係はありません。

イ．当事業年度における主な活動状況

当事業年度開催の取締役会12回のうち12回出席しており、主に会計的見地からの発言

を行っております。

ウ．会社または会社の特定関係事業者との関係

当社の知りうる限り、当社または当社特定関係事業者の業務執行者または役員の配偶

者及びその三親等以内の親族であったことはありません。

③ 監査役 寺田 康男

ア．重要な兼職先と当社との関係

朝日電器株式会社の常勤監査役であり、同社は当社との間には特別の関係はありませ

ん。
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イ．当事業年度における主な活動状況

当事業年度開催の取締役会12回のうち11回出席し、監査役会12回のうち11回出席して

おり、主に財務的見地からの発言を行っております。

ウ．会社または会社の特定関係事業者との関係

当社の知りうる限り、当社または当社特定関係事業者の業務執行者または役員の配偶

者及びその三親等以内の親族であったことはありません。

④ 監査役 橋本 光

ア．重要な兼職先と当社との関係

神田通信機株式会社社外取締役、株式会社Ｃ＆Ｇシステムズ社外取締役であり、両社

は当社との間には特別の関係はありません。

イ．当事業年度における主な活動状況

当事業年度開催の取締役会12回のうち12回出席し、監査役会12回のうち12回出席して

おり、主にコーポレート・ガバナンスに関する見地からの発言を行っております。

ウ．会社または会社の特定関係事業者との関係

当社の知りうる限り、当社または当社特定関係事業者の業務執行者または役員の配偶

者及びその三親等以内の親族であったことはありません。

　
4. 会計監査人に関する事項

(1) 会計監査人の名称

有限責任監査法人トーマツ

　

(2) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

① 当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額

29,000千円

② 当社及び子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額

30,000千円
(注) 1. 当社と会計監査人との監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報

酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監査人の報酬
等の額にはこれらの合計額を記載しております。

2. 監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行及び報酬見積りの算出根拠などが適切
であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいた
しました。

3. 当社の連結子会社であるIMV(THAILAND)CO.,LTD.及びIMV TECHNO VIETNAM CO.,LTD.は、当社の会計監査
人と同一のネットワークに属するDeloitte Touche Tohmatsuのメンバーファームの監査を受けております。

　

(3) 非監査業務の内容

当社は会計監査人に対して、公認会計士法第２条１項の監査業務以外の業務である企

業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」の適用による会計方針の検討に関する

助言・指導業務について対価を支払っております。
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(4) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

監査役会は、会計監査人の職務の遂行に支障がある場合等、その必要があると判断した

場合は、会計監査人の解任または不再任を株主総会の決議の目的とすることとします。

監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認めら

れる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査

役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を

解任した旨と解任の理由を報告いたします。

5. 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その
他業務の適正を確保するための体制

(1) 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

会社の業務執行が全体として適正かつ健全に行われるため、取締役会は企業統治を一層強

化する観点から、実効性ある内部統制システムの構築と会社による全体としての法令・定款

遵守体制の確立に努める。

(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

取締役会議事録、稟議書その他その職務の執行にかかる文書及び電磁的記録を社内規程に

従い適切に保存し、管理する。

(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

① 不測の事態が発生し又は発生する恐れがある場合の体制を事前に整備するように努め、

損害の拡大を防止しこれを最小限に止める体制を整える。

② 社内規程に従い、適切な機密管理及び個人情報保護管理を実施する。

(4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

① 2002年１月より執行役員制度を導入し、意思決定と業務執行を分離することで、取締役

の意思決定の効率化を図っている。

② 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、月１

回の定例取締役会のほか、必要に応じて随時取締役会を開催し、法令に定められた事項

や経営に関する重要事項を決定するとともに職務執行の状況について監督する。

③ 社内規程に基づく職務権限・意思決定ルールにより適正かつ効率的に職務の執行が行わ

れる体制を確保する。

④ 策定した中期事業計画に従い、目標達成に向け職務を執行する。
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(5) 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

① 社会のルールを遵守して公正に活動するために、法令、定款に適合した行動規範を社内

規程において明確にし、その周知徹底を図る。

② 総務・法務部門の強化を行い、コンプライアンス体制の充実を図る。

③ 社内規程に従い、公益通報者の保護を図るとともに透明性を維持した的確な対処が可能

な体制を整備する。

④ 内部監査においてコンプライアンスの状況を監査する。

⑤ 必要に応じて外部の専門家等を起用し、法令・定款違反行為を未然に防止する。

(6) 当該株式会社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

① 関係会社の経営については、その自主性を尊重しつつ、事業内容の定期的な報告と重要

案件についての事前協議を行う。

② 当社取締役ＤＳＳ事業本部長を日東精機株式会社の、当社執行役員ＭＥＳ事業本部長を

株式会社データ・テクノの、当社執行役員海外事業本部長をIMV（THAILAND）CO.,LTD.、

IMV America, Inc.及びIMV TECHNO VIETNAM CO.,LTDの、また、当社執行役員ヨーロッ

パＲ＆Ｄセンター部長をIMV EUROPE LIMITED及び１G DYNAMICS LIMITEDの、各々管理責

任者として事業の総括的な管理を行う。

③ 親会社の内部監査を子会社にも適用し、実施する。

(7) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関す

る事項及びその使用人の取締役からの独立性に関する事項

当社は、現状の企業規模を考慮し、現時点においては監査役の職務を補助すべき独立した

人員を配置していないが、内部監査室は、監査役からの委嘱を受け、適宜監査役の職務を補

助するものとする。

(8) 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制

取締役及び使用人は、以下の事実を知ったときは、遅滞無く監査役に報告するものとす

る。また、事業・組織に重大な影響を及ぼす決定についても、遅滞なく監査役に報告するも

のとする。

① 職務執行に関して重大な法令・定款違反もしくは不正行為の事実

② 会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実

③ 内部通報制度に基づき通報された事実

(9) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

① 監査役は、代表取締役と可能な限り会合を持ち、業務報告とは別に会社運営に関する意

見交換を行うほか、意思の疎通を図るものとする。

② 監査役は、会計監査を行っている監査法人及び内部監査室とそれぞれ定期的に意見交換

を実施する。
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6. 業務の適正を確保する体制の運用状況

当社のコーポレートガバナンスの充実に向けた最近１年間における実施状況は次の通りであ

ります。

① 取締役会を12回開催し、法令等に定められた事項や経営方針・予算の策定等経営に関す

る重要事実を審議、決定し、月次の経営業績の分析・評価・対策を検討するとともに法

令・定款等への適合性及び業務の適正性の観点から審議いたしました。

② 監査役会を12回開催し、監査方針、監査計画を協議決定し、取締役会をはじめ重要な社

内会議への出席、業務及び財産の状況の監査、取締役の職務の執行の監査、取締役会議

事録、その他社内の重要な会議の議事録の確認、法令・定款等の遵守について監査いた

しました。会計監査人との意見交換は５回開催し、監査における重要事項、発見事項に

ついて意見交換を行い、認識の共有を行いました。

③ 経営幹部会議を12回開催し、法令・定款等への適合性も同時に成しながら、業績の進

捗、経営方針との整合性等を分析・評価し、目標に対する具体的対策を立案いたしまし

た。

また、内部監査室の主導の下、内在する企業リスクにつき分析・評価し、出席者が情報

を共有して、事前に回避できるよう審議・検討いたしました。

④ 財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に鑑み、策定した実施計画に基づき子会社７社

を含むグループ会社の内部統制評価を実施いたしました。また、決算開示資料について

は会計監査人との連携を密にとり、主要な会計方針等の事前協議を行い、社内規程に基

づく必要な社内手続きを経たうえで、取締役会の承認によりその適正性を確保するよう

いたしました。

⑤ 子会社を含めた当社グループの業務の適正性を確保するために、国内子会社３社の取締

役会12回に当社役員が参加し、経営方針・予算策定等重要事実を決定し、月次業績の分

析・評価・対策を審議・検討するとともに、法令・定款等への適合性及び業務の適正性

についても審議いたしました。

⑥ 全社員のコンプライアンス意識向上のため、輸出管理に関する教育を３回、情報セキュ

リティーに関する教育を１回、実施いたしました。

(注) 本事業報告中の記載数字は金額及び株数については表示単位未満を切捨て、また、比率については四捨五入
しております。なお、消費税等は含めておりません。
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連 結 貸 借 対 照 表
（2019年９月30日現在）

(単位：千円)

科 目 金 額 科 目 金 額

(資 産 の 部) (負 債 の 部)

流 動 資 産 8,883,079 流 動 負 債 6,684,231

現 金 及 び 預 金 1,143,409 支 払 手 形 及 び 買 掛 金 1,714,216

受 取 手 形 及 び 売 掛 金 4,224,722 電 子 記 録 債 務 1,027,968

電 子 記 録 債 権 600,599 短 期 借 入 金 2,125,000

製 品 555,634 １年内返済予定の長期借入金 361,404

仕 掛 品 1,312,827 未 払 金 427,759

原 材 料 856,548 未 払 費 用 346,595

そ の 他 192,778 未 払 法 人 税 等 212,058

貸 倒 引 当 金 △3,441 未 払 消 費 税 等 12,617

製 品 保 証 引 当 金 89,000

株 式 報 酬 引 当 金 37,129

訴 訟 損 失 引 当 金 17,844

そ の 他 312,638

固 定 資 産 6,317,622 固 定 負 債 2,012,958

有 形 固 定 資 産 5,672,367 長 期 借 入 金 1,669,479

建 物 及 び 構 築 物 2,555,150 長 期 未 払 金 192,169

機 械 装 置 及 び 運 搬 具 132,923 資 産 除 去 債 務 47,043

工 具、 器 具 及 び 備 品 943,518 そ の 他 104,265

土 地 1,935,656 負 債 合 計 8,697,189

リ ー ス 資 産 712 (純 資 産 の 部)

建 設 仮 勘 定 104,406 株 主 資 本 6,414,689

無 形 固 定 資 産 82,313 資 本 金 464,817

の れ ん 12,555 資 本 剰 余 金 563,437

ソ フ ト ウ ェ ア 55,430 利 益 剰 余 金 5,545,845

そ の 他 14,327 自 己 株 式 △159,410

投 資 そ の 他 の 資 産 562,941 そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額 87,025

投 資 有 価 証 券 206,224 その他有価証券評価差額金 60,975

長 期 預 金 37,662 為 替 換 算 調 整 勘 定 26,050

繰 延 税 金 資 産 239,979 非 支 配 株 主 持 分 1,796

そ の 他 79,075 純 資 産 合 計 6,503,512

資 産 合 計 15,200,702 負 債 及 び 純 資 産 合 計 15,200,702

(注) 記載金額は千円未満を切捨てております。
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連 結 損 益 計 算 書

（2018年10月１日から
2019年９月30日まで）

(単位：千円)

科 目 金 額

売 上 高 12,348,007

売 上 原 価 8,790,235

売 上 総 利 益 3,557,771

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 2,827,446

営 業 利 益 730,325

営 業 外 収 益

受 取 利 息 1,510

受 取 配 当 金 7,436

受 取 賃 貸 料 41,618

セ ミ ナ ー 収 入 11,853

受 取 保 険 金 30,529

雑 収 入 13,881 106,831

営 業 外 費 用

支 払 利 息 19,271

為 替 差 損 128,701

賃 貸 収 入 原 価 1,010

セ ミ ナ ー 費 用 6,373

訴 訟 損 失 引 当 金 繰 入 額 17,844

雑 損 失 11,808 185,009

経 常 利 益 652,146

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 2,368

投 資 有 価 証 券 売 却 益 4,616

受 取 保 険 金 55,133 62,119

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 355

減 損 損 失 238,445 238,800

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 475,465

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 310,440

法 人 税 等 調 整 額 △60,793

当 期 純 利 益 225,818

非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 損 失 141,053

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 366,871

(注) 記載金額は千円未満を切捨てております。
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連結株主資本等変動計算書

（2018年10月１日から
2019年９月30日まで）

(単位：千円)

株 主 資 本

資 本 金 資本剰 余 金 利益剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計

当 期 首 残 高 464,817 563,437 5,308,745 △159,282 6,177,717

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △129,771 △129,771

親会社株主に帰属する当期純利益 366,871 366,871

自 己 株 式 の 取 得 △127 △127

株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額(純額)

当 期 変 動 額 合 計 ― ― 237,100 △127 236,972

当 期 末 残 高 464,817 563,437 5,545,845 △159,410 6,414,689

その他の包括利益累計額

非支配株主持分 純資産合計その他有価証券
評 価 差 額 金

為 替 換 算
調 整 勘 定

その他の包括
利益累計額合計

当 期 首 残 高 92,253 △13,433 78,820 151,139 6,407,677

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △129,771

親会社株主に帰属する当期純利益 366,871

自 己 株 式 の 取 得 △127

株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額(純額)

△31,278 39,483 8,205 △149,342 △141,137

当 期 変 動 額 合 計 △31,278 39,483 8,205 △149,342 95,834

当 期 末 残 高 60,975 26,050 87,025 1,796 6,503,512

(注) 記載金額は千円未満を切捨てております。
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連 結 注 記 表

1. 連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

(1) 連結の範囲に関する事項

連結子会社の数 ８社

主要な連結子会社の名称 日東精機株式会社、株式会社データ・テクノ、

株 式 会 社 振 研、 IMV （THAILAND） CO.,LTD.、

IMV EUROPE LIMITED、IMV America, Inc.、１G

DYNAMICS LIMITED、IMV TECHNO VIETNAM

CO.,LTD

(2) 連結子会社の事業年度等に関する事項 子会社の決算日は、連結決算日と一致しており

ます。

(3) 会計方針に関する事項

① 重要な資産の評価基準及び評価方法

(a) 有価証券

・その他有価証券

時価のあるもの 決算期末日の市場価格等に基づく時価法

(評価差額は全部純資産直入法により処理し、

売却原価は移動平均法により算定)

時価のないもの 移動平均法に基づく原価法

(b) たな卸資産

製品及び仕掛品 個別法による原価法（収益性の低下による簿価

切り下げの方法）

原 材 料 移動平均法による原価法（収益性の低下による

簿価切り下げの方法）

② 固定資産の減価償却の方法

(a) 有形固定資産
（リース資産を除く）

当社及び国内連結子会社については、主として
定率法（ただし、1998年４月１日以降取得した
建物（建物附属設備を除く）並びに2016年４月
１日以降に取得した建物附属設備及び構築物に
ついては定額法）を採用し、在外連結子会社は
主として定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりでありま
す。
建 物 及 び 構 築 物

建 物 30年～50年
構 築 物 ８年～18年

機械装置及び運搬具
機 械 及 び 装 置 ５年～11年
車 両 運 搬 具 ４年～５年

工具、器具及び備品 ２年～６年
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(b) 無形固定資産
（リース資産を除く）
・自社利用のソフトウェア 社内における利用可能期間（５年）に基づく定

額法

・市場販売目的のソフトウェア 見込販売数量に基づく償却額と見込有効期間
（３年）に基づく均等配分額を比較し、いずれ
か大きい額を償却する方法

(c) リース資産 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る
リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とす
る定額法を採用しております。

③ 重要な引当金の計上基準

(a) 貸 倒 引 当 金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、回収不
能見込額を計上しております。

・一般債権 貸倒実績率法

・貸倒懸念債権及び破産更生債権 財務内容評価法

(b) 製 品 保 証 引 当 金 販売済製品の無償補修費の支出に備えるため、
過去の実績率を基礎にして算出した保証期間内
の無償補修費の見込額及び個別の案件を勘案し
て算出した発生見込額を計上しております。

(c) 株 式 報 酬 引 当 金 パフォーマンス・シェア交付規程に基づく取締
役等への当社株式の交付に備えるため、当連結
会計年度末における株式給付債務の見込額を計
上しております。

(d) 訴 訟 損 失 引 当 金 一部の国内連結子会社において係争中の訴訟に
係る損失に備えるため、その経過等の状況に基
づいて損失負担見込額を計上しております。

④ その他連結計算書類作成のための重要な事項

(a) 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損

益として処理しております。

(b) 消費税等の会計処理 税抜方式によっております。

― 18 ―

定時株主総会招集通知 （宝印刷） 2019年11月21日 11時19分 $FOLDER; 18ページ （Tess 1.50(64) 20181220_01）



⑤ のれんの償却の方法及び償却期間 のれんは５年から10年間で均等償却しておりま

す。

(4) 表示方法の変更に関する事項

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 2018年２月16日）を

当連結会計年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延

税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しております。

2. 連結貸借対照表に関する注記

(1) 有形固定資産の減価償却累計額 4,114,028千円

(2) 担保に供している資産

建 物 及 び 構 築 物 875,825千円

土 地 1,518,134千円

計 2,393,960千円

対応する債務

短 期 借 入 金 835,000千円

１年内返済予定の
長 期 借 入 金

185,448千円

長 期 借 入 金 1,027,979千円

計 2,048,427千円

(3) コミットメントライン契約

当社及び連結子会社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行５行と貸出コミッ

トメント契約を締結しております。これらの契約に基づく連結会計年度末における貸出コミ

ットメントに係る借入未実行残高は次のとおりであります。

貸出コミットメントの総額 1,400,000千円

借 入 実 行 残 高 15,000千円

差引額 1,385,000千円

3. 連結損益計算書に関する注記

(1) 受取保険金

2018年９月に発生しました台風被害にかかる保険金を、特別利益に計上しております。

(2) 減損損失

当社グループは、管理会計上の区分を基礎として、概ね独立したキャッシュ・フローを生

み出す最小単位である会社単位で減損のグルーピングを行っております。

当連結会計年度において、連結子会社である１G DYNAMICS LIMITEDののれんについて、減

損損失を計上いたしました。当該のれんについては、当初想定していた収益が見込めなくな

ったことから、帳簿価額の全額を減損損失として計上しております。
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4. 連結株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首 増 加 減 少 当連結会計年度末

普 通 株 式 16,957,016株 ― ― 16,957,016株

(2) 自己株式に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首 増 加 減 少 当連結会計年度末

普 通 株 式 735,598株 200株 ―株 735,798株

(変動事由の概要)

増加数の内訳は、次のとおりであります。

譲渡制限付株式報酬に関する株式の無償取得による増加 200株

(3) 剰余金の配当に関する事項

① 配当金支払額等

決 議 株式の種類 配当金の総額
１株当たり
配 当 金

基 準 日 効力発生日

2018 年 12 月 21 日
定 時 株 主 総 会

普 通 株 式 129,771千円 8円00銭
2018年
９月30日

2018年
12月25日

② 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度にな

るもの

決議予定 株式の種類
配当金の
原 資

配当金の
総 額

１株当たり
配 当 金

基 準 日
効 力
発 生 日

2019 年 12 月 20 日
定 時 株 主 総 会

普 通 株 式 利益剰余金 137,880千円 8円50銭
2019年
９月30日

2019年
12月23日
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5. 金融商品に関する注記

(1) 金融商品の状況に関する事項

① 金融商品の状況に関する事項

当社グループは、資金運用については、短期的な預金等に限定し、また、資金調達につ

いては主として銀行借入による方針であります。デリバティブは、為替相場の変動リスク

の回避を目的とし、投機的な取引及び短期的な売買損益を得る取引の利用は行っておりま

せん。

② 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

営業債権である受取手形、電子記録債権及び売掛金は、当社グループの与信管理規程に

従い、取引先ごとに取引金額に基づいた与信金額を設定しており、定期的に回収状況に関

するモニタリングを行っております。

投資有価証券は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に業務上の関係を有

する企業の上場株式であり、定期的に時価を把握し財務状況等を確認しております。

営業債務である支払手形、電子記録債務及び買掛金は、そのほとんどが１年以内の支払

期日であります。

有利子負債のうち、短期借入金は運転資金に係るものであり、長期借入金は主に設備投

資に係る資金調達によるものですが、安定した手元資金を確保することを目的とするもの

も含まれております。

デリバティブ取引については、定められた運用資金の範囲内でのみ行うものであり、事

前に稟議決裁を受けたうえで、経営企画本部が実行及び管理を行っております。

(2) 金融商品の時価等に関する事項

2019年９月30日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次

のとおりであります。

なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりま

せん（(注２）参照)。
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(単位：千円)

連結貸借対照表計上額 時 価 差 額

(1) 資産

①現金及び預金 1,143,409 1,143,409 ―

②受取手形及び売掛金 4,224,722 4,224,722 ―

③電子記録債権 600,599 600,599 ―

④投資有価証券

　 その他有価証券 206,024 206,024 ―

(2) 負債

①支払手形及び買掛金 1,714,216 1,714,216 ―

②電子記録債務 1,027,968 1,027,968 ―

③短期借入金 2,125,000 2,125,000 ―

④１年内返済予定の長期借入金 361,404 362,711 △1,307

⑤長期借入金 1,669,479 1,681,334 △11,854

(注１) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 資産
①現金及び預金、②受取手形及び売掛金、③電子記録債権

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってお
ります。

④投資有価証券
これらの時価は、株式は取引所の価格によっており、債券は取引所の価格及び取引金融機関から提示

された価格によっております。
(2) 負債
①支払手形及び買掛金、②電子記録債務、③短期借入金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってお
ります。

④１年内返済予定の長期借入金、⑤長期借入金
これらの時価については、元利金の合計額を、新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割

り引いた現在価値により算定しております。

(注２) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

区分 連結貸借対照表計上額 (千円)

非上場株式 200

上記については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「(1)
④投資有価証券」には含めておりません。

6. １株当たり情報に関する注記

(1) １株当たり純資産額 400円82銭

(2) １株当たり当期純利益 22円62銭

― 22 ―

定時株主総会招集通知 （宝印刷） 2019年11月21日 11時19分 $FOLDER; 22ページ （Tess 1.50(64) 20181220_01）



貸 借 対 照 表
（2019年９月30日現在）

(単位：千円)

科 目 金 額 科 目 金 額
(資 産 の 部) (負 債 の 部)

流 動 資 産 7,652,505 流 動 負 債 5,520,370
現 金 及 び 預 金 577,162 支 払 手 形 488,685
受 取 手 形 652,420 電 子 記 録 債 務 1,027,968
電 子 記 録 債 権 575,739 買 掛 金 733,133
売 掛 金 3,985,950 短 期 借 入 金 1,950,000
製 品 257,522 １年内返済予定の長期借入金 361,404
仕 掛 品 1,091,358 未 払 金 310,655
原 材 料 520,967 未 払 費 用 292,441
前 払 費 用 57,955 未 払 法 人 税 等 195,494
未 収 入 金 9,121 未 払 消 費 税 等 26,108
そ の 他 104,192 製 品 保 証 引 当 金 78,000
貸 倒 引 当 金 △179,885 株 式 報 酬 引 当 金 37,129

そ の 他 19,350
固 定 負 債 1,906,386

固 定 資 産 6,022,786 長 期 借 入 金 1,669,480
有 形 固 定 資 産 5,142,848 長 期 預 り 保 証 金 26,748

建 物 2,384,910 長 期 未 払 金 175,529
構 築 物 53,658 そ の 他 34,628
機 械 及 び 装 置 4,130
車 両 運 搬 具 2,762 負 債 合 計 7,426,757
工 具、 器 具 及 び 備 品 686,795 (純 資 産 の 部)

土 地 1,935,656 株 主 資 本 6,188,185
リ ー ス 資 産 712 資 本 金 464,817
建 設 仮 勘 定 74,223 資 本 剰 余 金 563,437

無 形 固 定 資 産 65,807 資 本 準 備 金 557,563
ソ フ ト ウ ェ ア 52,345 そ の 他 資 本 剰 余 金 5,874
電 話 加 入 権 3,062 自己株式処分差益 5,874
水 道 施 設 利 用 権 1,238 利 益 剰 余 金 5,319,340
そ の 他 9,160 利 益 準 備 金 24,500

投資その他の資産 814,130 そ の 他 利 益 剰 余 金 5,294,840
投 資 有 価 証 券 204,730 固定資産圧縮積立金 113,071
繰 延 税 金 資 産 177,345 繰 越 利 益 剰 余 金 5,181,769
関 係 会 社 株 式 278,573
出 資 金 10 自己株式 △159,410
長 期 預 金 37,662
関 係 会 社 長 期 貸 付 金 406,515 評価・換算差額等 60,349
そ の 他 25,081 その他有価証券評価差額金 60,349
貸 倒 引 当 金 △315,787 純 資 産 合 計 6,248,534

資 産 合 計 13,675,292 負 債 及 び 純 資 産 合 計 13,675,292
(注) 記載金額は千円未満を切捨てております。
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損 益 計 算 書

（2018年10月１日から
2019年９月30日まで）

(単位：千円)

科 目 金 額

売 上 高 10,249,379

売 上 原 価 7,532,460

売 上 総 利 益 2,716,919

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 2,043,365

営 業 利 益 673,554

営 業 外 収 益

受 取 利 息 3,373

受 取 配 当 金 77,362

受 取 賃 貸 料 56,035

セ ミ ナ ー 収 入 11,853

受 取 手 数 料 6,600

受 取 保 険 金 30,529

雑 収 入 6,451 192,204

営 業 外 費 用

支 払 利 息 17,830

為 替 差 損 149,936

賃 貸 収 入 原 価 4,370

セ ミ ナ ー 費 用 6,373

雑 損 失 5,386 183,898

経 常 利 益 681,860

特 別 利 益

投 資 有 価 証 券 売 却 益 4,909

受 取 保 険 金 55,133 60,043

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 355

投 資 有 価 証 券 売 却 損 293

関 係 会 社 株 式 評 価 損 33,095 33,744

税 引 前 当 期 純 利 益 708,159

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 291,425

法 人 税 等 調 整 額 △76,212

当 期 純 利 益 492,946

(注) 記載金額は千円未満を切捨てております。
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株主資本等変動計算書

（2018年10月１日から
2019年９月30日まで）

(単位：千円)

株 主 資 本

資本金

資本剰余金 利 益 剰 余 金

資本準備金

その他
資本剰余金 資本剰余金

合 計
利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合 計自己株式

処分差益

固 定 資 産

圧縮積立金

繰越利益
剰 余 金

当 期 首 残 高 464,817 557,563 5,874 563,437 24,500 113,071 4,818,594 4,956,165

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △129,771 △129,771

当 期 純 利 益 492,946 492,946

自 己 株 式 の 取 得

株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額(純額)

当 期 変 動 額 合 計 ― ― ― ― ― ― 363,174 363,174

当 期 末 残 高 464,817 557,563 5,874 563,437 24,500 113,071 5,181,769 5,319,340

株 主 資 本 評価・換算差額等

純 資 産 合 計
自 己 株 式 株 主 資 本 合 計

その他有価証券
評 価 差 額 金

当 期 首 残 高 △159,282 5,825,138 91,337 5,916,476

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △129,771 △129,771

当 期 純 利 益 492,946 492,946

自 己 株 式 の 取 得 △127 △127 △127

株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額(純額)

△30,988 △30,988

当 期 変 動 額 合 計 △127 363,047 △30,988 332,058

当 期 末 残 高 △159,410 6,188,185 60,349 6,248,534

(注) 記載金額は千円未満を切捨てております。
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個 別 注 記 表

1. 重要な会計方針に係る事項

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

① 子会社株式及び関連会社株式 移動平均法に基づく原価法

② その他有価証券

(a) 時価のあるもの 決算期末日の市場価格等に基づく時価法

(評価差額は全部純資産直入法により処理し、

売却原価は移動平均法により算定)

(b) 時価のないもの 移動平均法に基づく原価法

(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法

① 製品及び仕掛品 個別法による原価法（収益性の低下による簿価

切り下げの方法）

② 原 材 料 移動平均法による原価法（収益性の低下による

簿価切り下げの方法）

(3) 固定資産の減価償却の方法

① 有 形 固 定 資 産 定率法

（リ ー ス 資 産 を 除 く） ただし、1998年４月１日以降取得した建物（建

物附属設備を除く）並びに2016年４月１日以降

に取得した建物附属設備及び構築物については

定額法

なお、主な耐用年数は以下のとおりでありま

す。

建 物 30年～50年

構 築 物 ８年～18年

機 械 及 び 装 置 ５年～11年

車 両 運 搬 具 ４年

工具、器具及び備品 ２年～６年

② 無 形 固 定 資 産

（リ ー ス 資 産 を 除 く）

(a) 自社利用のソフトウェア 社内における利用可能期間（５年）に基づく定

額法

(b) 市場販売目的のソフトウェア 見込販売数量に基づく償却額と見込有効期間

（３年）に基づく均等配分額を比較し、いずれ

か大きい額を償却する方法

③ リース資産 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る

リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とす

る定額法を採用しております。
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(4) 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として

処理しております。

(5) 引当金の計上基準

① 貸 倒 引 当 金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、回収不能見込額を計上しております。

(a) 一 般 債 権 貸倒実績率法

(b) 貸倒懸念債権及び破産更生債権 財務内容評価法

② 製品保証引当金

販売済製品の無償補修費の支出に備えるため、過去の実績率を基礎にして算出した保証

期間内の無償補修費の見込額及び個別の案件を勘案して算出した発生見込額を計上して

おります。

③ 株式報酬引当金

パフォーマンス・シェア交付規程に基づく取締役等への当社株式の交付に備えるため、

当事業年度末における株式給付債務の見込額を計上しております。

(6) 消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

(7) 表示方法の変更に関する事項

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 2018年２月16日）を

当事業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税

金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しております。

2. 貸借対照表に関する注記

(1) 有形固定資産の減価償却累計額 3,588,093千円

(2) 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務（区分表示したものを除く）

売 掛 金 1,434,747千円

未 収 入 金 4,469千円

関係会社短期貸付金 35,000千円

立 替 金 49,354千円

関係会社長期貸付金 406,515千円

買 掛 金 436,282千円
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(3) 担保に供している資産

建 物 875,825千円

土 地 1,518,134千円

計 2,393,960千円

対応する債務

短 期 借 入 金 835,000千円

１年内返済予定の
長 期 借 入 金

185,448千円

長 期 借 入 金 1,027,979千円

計 2,048,427千円

3. 損益計算書に関する注記

(1)関係会社との取引高

　 営業取引による取引高

売 上 高 1,513,165千円

仕 入 高 1,452,319千円

営業取引以外の取引の取引高 93,633千円

(2)受取保険金

2018年９月に発生しました台風被害にかかる保険金を、特別利益に計上しております。

4. 株主資本等変動計算書に関する注記

自己株式に関する事項

株式の種類 当 期 首 増 加 減 少 当 期 末

普 通 株 式 735,598株 200株 ―株 735,798株

(変動事由の概要)

増加数の内訳は、次のとおりであります。

譲渡制限付株式報酬に関する株式の無償取得による増加 200株
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5. 税効果会計に関する注記

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰 延 税 金 資 産

た な 卸 資 産 27,632千円

貸 倒 引 当 金 150,684千円

未 払 賞 与 52,293千円

未 払 事 業 税 13,295千円

未 払 事 業 所 税 4,249千円

製 品 保 証 引 当 金 23,712千円

未 払 金 1,242千円

有 形 固 定 資 産 105,500千円

関 係 会 社 株 式 48,743千円

土 地 10,858千円

長 期 未 払 金 53,360千円

資 産 除 去 債 務 10,527千円

株 式 報 酬 引 当 金 11,287千円

そ の 他 23,617千円

小 計 537,006千円

評 価 性 引 当 額 △276,865千円

繰延税金資産合計 260,141千円

繰 延 税 金 負 債

圧 縮 積 立 金 △57,771千円

その他有価証券評価差額 △22,203千円

そ の 他 △2,821千円

繰延税金負債合計 △82,796千円

繰延税金資産の純額 177,345千円
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6. 関連当事者との取引に関する注記

(1) 子会社及び関連会社等
　

属 性
会社等
の名称

事業の内容
又は職業

議決権の
所 有
(被所有)
割合(％)

関連当事
者との関

係
取引の内容

取引金額
(千円)

科 目
期末残高
(千円)

子会社
日東精機
株式会社

製造業 100
営業上の
取 引
役員の兼任

製品仕入
(注２)

801,055 買 掛 金 300,105

工場の賃貸
(注３)

14,767 ― ―

子会社
IMV(THAILAND)
CO.,LTD.

振動試験機
の販売

100
営業上の
取 引

製品売上
(注２)

274,612
売 掛 金
(注４)

376,332

子会社
IMV EUROPE
LIMITED

振動試験機
の販売

100

営業上の
取 引

資金の貸付

製品売上
(注２)

資金の貸付

804,096

406,515

売 掛 金

関係会社
長期貸付金
(注５)

724,132

406,515

子会社 IMVAmerica,Inc.
振動試験機
の販売

100
営業上の
取 引

製品売上
(注２)

396,959 売掛金 216,222

取引条件及び取引条件の決定方針等
(注) 1. 取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

2. 取引条件及び取引条件の決定方針等
当社と関連を有しない他の企業と同様の条件によっております。

3. 近隣の賃貸の標準価格と同様の条件によっております。
4. 当事業年度末において178,755千円の貸倒引当金を計上しております。
5. 当事業年度末において315,787千円の貸倒引当金を計上しております。
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(2) 役員及び個人主要株主等

属 性
会社等
の名称

事業の内容
又は職業

議決権の
所 有
(被所有)
割合(％)

関連当事
者との関

係
取引の内容

取引金額
(千円)

科 目
期末残高
(千円)

役員及
びその
近親者
が議決
権の過
半数を
所有し
ている
会社等
（当該
会社等
の子会
社を含
む）

株式会社KURA
(注４)

製造業 ―
営業上の
取 引

製品仕入
(注２)

57,439 買 掛 金 6,220

工場の賃貸
(注３)

16,320 ― ―

取引条件及び取引条件の決定方針等
(注) 1. 取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

2. 取引条件及び取引条件の決定方針等
当社と関連を有しない他の企業と同様の条件によっております。

3. 近隣の賃貸の標準価格と同様の条件によっております。
4. 当社取締役草野欽也の近親者が議決権の100％を直接所有する会社であります。

7. １株当たり情報に関する注記

(1) １株当たり純資産額 385円21銭

(2) １株当たり当期純利益 30円39銭
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書謄本

独立監査人の監査報告書

2019年11月18日

ＩＭＶ株式会社

取締役会 御中

有限責任監査法人 ト ー マ ツ

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 川 合 弘 泰 ㊞

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 中 田 信 之 ㊞

当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、ＩＭＶ株式会社の2018年10月１日か
ら2019年９月30日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損
益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

連結計算書類に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して

連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚
偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制
を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書

類に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認
められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、こ
れに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が

実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重
要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有
効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際し
て、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示に関
連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法
並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討
することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業

会計の基準に準拠して、ＩＭＶ株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書
類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと
認める。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利

害関係はない。
以 上
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会計監査人の監査報告書謄本

独立監査人の監査報告書

2019年11月18日

ＩＭＶ株式会社

取締役会 御中

有限責任監査法人 ト ー マ ツ

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 川 合 弘 泰 ㊞

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 中 田 信 之 ㊞

当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、ＩＭＶ株式会社の2018年10月
１日から2019年９月30日までの第73期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計
算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して

計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬
による重要な虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経
営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及

びその附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般
に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に
計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手す

るための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計
算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。
監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算書類
及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、
経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見
当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と

認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産
及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利

害関係はない。
以 上

― 33 ―

定時株主総会招集通知 （宝印刷） 2019年11月21日 11時19分 $FOLDER; 33ページ （Tess 1.50(64) 20181220_01）



監査役会の監査報告書謄本

監 査 報 告 書

当監査役会は、2018年10月１日から2019年９月30日までの第73期事業年度の取締役の職務

の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成

し、以下のとおり報告いたします。

1. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

(1) 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び

結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況につ

いて報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

(2) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分

担等に従い、取締役、内部監査室その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び

監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。

① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況

について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社

及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社

については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要

に応じて子会社から事業の報告を受けました。

② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確

保するための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を

確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める

体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制

(内部統制システム)について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況に

ついて定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び

検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要

に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われる

ことを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に

関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している

旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。
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以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸

借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表) 及びその附属明細書並び

に連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結

注記表）について検討いたしました。

2. 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示して

いるものと認めます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事

実は認められません。

③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当

該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行について

も、指摘すべき事項は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めま

す。

(3) 連結計算書類の監査結果

会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めま

す。

2019年11月19日

Ｉ Ｍ Ｖ 株 式 会 社 監査役会
常 勤 監 査 役 髙 嶋 文 雄 ㊞
社 外 監 査 役 寺 田 康 男 ㊞
社 外 監 査 役 橋 本 光 ㊞

以 上
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株主総会参考書類
　

議案及び参考事項

　

第１号議案 剰余金の処分の件

剰余金の処分につきましては、当期の業績を勘案して１株につき8.5円としたく

存じます。

期末配当に関する事項

(1) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金 8.5円 総額 137,880,353円

(2) 剰余金の配当が効力を生じる日

2019年12月23日

　

第２号議案 取締役２名選任の件

本総会の終結の時をもって取締役岡本裕司、小嶋健太郎の両氏が任期満了となり

ます。つきましては、取締役２名の選任をお願いいたしたいと存じます。

取締役候補者は次のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名
(生 年 月 日)

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
所 有 す る
当社株式の数

１
岡
おか

本
もと

裕
ひろ

司
じ

(1953年１月11日生)

1975年４月 松下電器産業株式会社入社

2007年６月 パナソニックエレクトロニックデバイス社取締役

2009年６月 同社代表取締役常務

2013年５月 当社入社 執行役員営業本部長

2013年９月 当社執行役員営業本部長兼テストラボ事業本部長

2015年12月 当社取締役テストラボ事業本部長

2019年６月 当社取締役テストラボ事業本部長兼人事・総務担当

　 (現任)

5,400株

２
小
こ

嶋
じま

健太郎
けん た ろう

(1974年２月16日生)

2002年５月 税理士登録

2005年10月 小嶋健太郎税理士事務所所長 (現任)

2005年12月 当社取締役（現任)

448,464株

（注）１．岡本裕司及び小嶋健太郎の両氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
２．当社は、小嶋健太郎氏との間で、会社法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結しており、同

氏が再任された場合には、当該契約を継続する予定であります。なお、当該契約に基づく損害賠償責任
の限度額は、金100万円以上であらかじめ定める金額または法令が規定する額のいずれか高い額として
おります。
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第３号議案 監査役２名選任の件

本総会の終結の時をもって監査役髙嶋文雄及び寺田康男の両氏が任期満了となり

ます。つきましては、監査役２名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は次のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名
(生 年 月 日)

略歴、地位及び重要な兼職の状況
所 有 す る
当社株式の数

１
髙
たか

嶋
しま

文
ふみ

雄
お

(1947年２月13日生)

1970年４月 当社入社

1995年４月 当社東京工場長

2003年10月 当社執行役員

2007年10月 当社ソリューション事業部長

2011年12月 当社常勤監査役（現任）

240,800株

２
寺
てら

田
だ

康
やす

男
お

(1949年５月17日生)

1970年８月 朝日電器株式会社入社

2000年９月 同社取締役財務部長

2003年12月 当社監査役 (現任)

2004年６月 朝日電器株式会社常務取締役財務グループ長兼財務

部長

2013年10月 同社代表取締役専務管理本部本部長

2015年１月 同社常勤監査役（現任）

36,000株

(注) 1. 髙嶋文雄及び寺田康男の両氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 寺田康男氏は社外監査役候補者であります。
3. 社外監査役候補者の選任理由及び社外監査役としての独立性について

寺田康男氏につきましては、朝日電器株式会社常勤監査役として企業経営全般に係わる知識・経験等
を当社の経営に活かしていただき、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断いた
しました。なお、同氏の当社社外監査役就任期間は、本総会の終結の時をもって16年であります。
当社は、寺田康男氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届
け出ております。同氏の再任が承認された場合、当社は引き続き同氏を独立役員とする予定です。

4. 当社は、寺田康男氏との間で、会社法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結しており、同氏が
再任された場合には、当該契約を継続する予定であります。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限
度額は、金100万円以上であらかじめ定める金額または法令が規定する額のいずれか高い額としておりま
す。

以 上
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（ＭＥＭＯ）
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加島交差点

リバーガーデン

喫茶店

加島出口
加島入口

１番出口

ＪＲ東西線(地下)

ＪＲ加島駅

Ｊ
Ｒ
東
海
道
本
線

山
陽
新
幹
線至尼崎

至
大
阪

ＩＭＶ株式会社
(本社)

阪
神
高
速
池
田
線

株主総会会場ご案内図

会場 大阪市西淀川区竹島二丁目６番10号

当社本店３階ホール

電話 06－6478－2565

交通機関 ＪＲ東西線加島駅１番出口より徒歩約５分

なお、お車でのご来場はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。

総会ご出席者へのお土産は今回からご用意しておりませんので、予めご了承いただきますよう

お願い申し上げます。
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